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名張市国民健康保険運営協議会委員名簿 
  

                                               令和 6 年 12 月 

※  被保険者を代表する委員 

氏    名  当初就任年月 任期満了年月 備 考 

田 畑 純 也  平成 19 年 4 月  令和 7 年 5 月 国民健康保険被保険者 

森 本 祐 子  令和 4 年 6 月  令和 7 年 5 月 国民健康保険被保険者 

森 岡 千 枝  令和 4 年 6 月  令和 7 年 5 月 国民健康保険被保険者 

米 山 暢 子  令和 4 年 6 月  令和 7 年 5 月 国民健康保険被保険者 

福 持 幸 郎  平成 31 年 4 月  令和 7 年 5 月 国民健康保険被保険者 

 

 

※  保険医を代表する委員 

久 保 将 彦  平成 15 年 4 月  令和 7 年 5 月 名賀医師会 

松 村 典 彦  平成 29 年 4 月  令和 7 年 5 月 名賀医師会 

上 坂 太 祐  平成 31 年 4 月  令和 7 年 5 月 名賀医師会 

新 谷 継 郎  平成 13 年 4 月  令和 7 年 5 月 伊賀歯科医師会 

武 田 良 一  平成 17 年 4 月  令和 7 年 5 月 伊賀歯科医師会 

 

 

※ 公益を代表する委員 

佐 藤  栄 子 令和 5 年 6 月 令和 7 年 5 月 地域づくり代表者会議（※名 張 市 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 長 ）  

奥 村 和 子 令和 6 年 5 月 令和 7 年 5 月 更生保護女性会 

名 倉   豊 令和元年 12 月  令和 7 年 5 月 民生委員児童委員協議会連合会 

橘  恭  伸 令和 2 年 4 月 令和 7 年 5 月 食生活改善推進協議会 

森 川 郁 代  令和 4 年 6 月 令和 7 年 5 月 スポーツ推進協議会 

 

 

※  被用者保険を代表する委員 

田 畑 耕 治 令和 6 年  7 月  令和 7 年 5 月 健康保険組合（三重県農協健康保険組合） 

西 村 敦 志 令 和 5 年  5月 令和 7 年 5 月 全国健康保険協会三重支部 

大 坪 恵 子 令和 6 年  4 月  令和 7 年 5 月 地方職員共済組合三重支部 

 



被保険者数等の推移について 

令和５年
10月末

月報数値 前年比 月報数値 前年比 月報数値 前年比 月報数値 月報数値 前年比

15,888 97.1% 15,043 94.7% 14,262 94.8% 14,660 13,814 94.2%

うち

 介護２号（人）
 （40～64歳）

4,024 96.0% 3,964 98.5% 3,885 98.0% 3,958 3,858 97.5%

10,471 98.8% 10,114 96.6% 9,686 95.8% 9,918 9,475 95.5%

参考

令和５年
10月末

人口統計 前年比 人口統計 前年比 人口統計 前年比 人口統計 人口統計 前年比

76,462 99.0% 75,701 99.0% 74,780 98.8% 75,376 74,305 98.6%

15,888 97.1% 15,043 94.7% 14,262 94.8% 14,660 13,814 94.2%

20.8% － 19.9% － 19.1% － 19.4% 18.6% －

34,651 100.2% 34,845 100.6% 34,915 100.2% 34,900 34,959 100.2%

10,471 98.8% 10,114 96.6% 9,686 95.8% 9,918 9,475 95.5%

30.2% － 29.0% － 27.7% － 28.4% 27.1% －

被保険者数　3/31
（人）

世帯数  （世帯）

市人口　4/1
（人）

被保険者数（人）
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令和６年
10月末

令和６年
10月末

令和４年

令和４年３月末 令和５年３月末

令和５年

令和６年３月末

令和６年

市人口・市世帯数は 　 11/1
被保険者数・国保世帯数は　10/31

国保加入率
（％）

市世帯数　4/1
（世帯）

世帯加入率
（％）

国保世帯数　3/31
（世帯）



令和5年度 名張市国民健康保険特別会計 決算　(対前年度増減)

《歳　　　入》 （単位：千円）

令和4年度 令和5年度 増 減 増減率 主　　な　　要　　因

1,518,699 1,414,396 △ 104,303 △ 6.9%

・被保険者数の減少
　　現年分収納率 95.44%⇒95.25%、滞納分 24.19%⇒23.04%、
  　全体 85.78%⇒84.53%
　　現年調定額105,697減、滞納調定額8,433増

5,912 5,405 △ 507 △ 8.6% ・特定健診自己負担金 507減

724 693 △ 31 △ 4.3% ・督促手数料 31減

54 312 258 477.8%
・国民健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金分 82増
・制度関係業務事業費補助金（マイナンバーカードと健康保険証の一
体化に伴う周知広報等事業分） 176増

6,144,900 6,199,649 54,749 0.9%
・普通交付金 92,804増
・特別交付金 38,055減

567,476 544,745 △ 22,731 △ 4.0%
・保険基盤安定繰入金 19,853増
・職員給与費等繰入金 1,769減　等

148,767 206,399 57,632 38.7% ・前年度繰越金

24,704 15,527 △ 9,177 △ 37.1%
・国保税延滞金1,711増
・返納金566増
・第三者納付金 11,454減

8,411,236 8,387,126 △ 24,110 △ 0.3%

《歳　　 出》　 （単位：千円）

令和4年度 令和5年度 増 減 増減率 主　　な　　要　　因

119,971 116,952 △ 3,019 △ 2.5%
・総務管理費 616減
・徴税費 2,544減　　　　　等

5,952,839 6,001,885 49,046 0.8%
・療養給付費 4,168減
・高額療養費 59,411増　等

1,806,468 1,889,613 83,145 4.6%
・医療給付費分 36,574増
・後期高齢者支援金分 33,911増
・介護納付金分12,660増

1 1 0 0.0%

110,426 99,925 △ 10,501 △ 9.5%
・特定健康診査等事業費 9,718減
・保健衛生普及費 784減

61,219 40,569 △ 20,650 △ 33.7%

・過年度分精算による国費等の返還金内訳
（返還金）　保険給付費等交付金（普通交付金）返還：36,292
　　　　　　　退職事業費納付金の精算：276
　　　　　　　特定健康診査等負担金返還金：1,610
　　　　　　　保険者努力支援交付金分：1,913
　　　　　　　特別調整交付金分（保険事業分は除く）：478

149,088 64,116 △ 84,972 △ 57.0%
・国民健康保険財政調整基金積立のための繰出金 74,881減
・事務費精算分の繰出金 10,091減

4,825 5,146 321 6.7% ・国民健康保険税の過年度分還付金 321増

0 0 0 －

8,204,837 8,218,207 13,370 0.2%

※決算額は表示単位未満を四捨五入しているため、合計と合わない場合があります。

総　務　費

科　　　　目

国民健康保険税

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県 支 出 金

繰　入　金

繰　越　金

諸収入

合　　　　　計

科　　　　目

諸支出金
(その他)

予備費

    合　　　　　計

保険給付費

国保事業費納付金

共同事業拠出金

保健事業費

諸支出金
(償還金)

諸支出金
（他会計繰出金)
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令和5年度　国民健康保険税　収納状況 資料　　3

Ｒ5予算額 ①R4調定額 ②Ｒ5調定額 ②－①増減 比較 ③R4収入済額 ④Ｒ5収入済額 ④－③増減 比較
1,385,142,000 1,770,527,030 1,673,262,484 -97,264,546 94.51% 1,518,698,996 1,414,396,271 -104,302,725 93.13%

現年課税 1,334,642,000 1,530,483,900 1,424,786,500 -105,697,400 93.09% 1,460,633,670 1,357,141,308 -103,492,362 92.91%
滞納繰越 50,500,000 240,043,130 248,475,984 8,432,854 103.51% 58,065,326 57,254,963 -810,363 98.60%

    国保 内訳
一般被保険者 1,384,612,000 1,769,262,538 1,672,303,349 -96,959,189 94.52% 1,518,393,639 1,414,325,564 -104,068,075 93.15%

現年課税 1,334,612,000 1,530,483,900 1,424,786,500 -105,697,400 93.09% 1,460,633,670 1,357,141,308 -103,492,362 92.91%
滞納繰越 50,000,000 238,778,638 247,516,849 8,738,211 103.66% 57,759,969 57,184,256 -575,713 99.00%

退職被保険者 530,000 1,264,492 959,135 -305,357 75.85% 305,357 70,707 -234,650 23.16%
現年課税 30,000 0 0 0 0 0 0
滞納繰越 500,000 1,264,492 959,135 -305,357 75.85% 305,357 70,707 -234,650 23.16%

不納欠損額 収入未済額 Ｒ5収納率 R4収納率
6,533,964 252,332,249 84.53% 85.78%

現年課税 0 67,645,192 95.25% 95.44%
滞納繰越 6,533,964 184,687,057 23.04% 24.19%

    国保 内訳
一般被保険者 6,533,964 251,443,821 84.57% 85.82%

現年課税 0 67,645,192 95.25% 95.44%
滞納繰越 6,533,964 183,798,629 23.10% 24.19%

退職被保険者 0 888,428 7.37% 24.15%
現年課税 0 0 #DIV/0! 0.00%
滞納繰越 0 888,428 7.37% 24.15%

2.国保
1.国民健康保険税　

2.国保
1.国民健康保険税　



名張市国民健康保険税条例の一部改正案について 

 

１．改正内容 

令和２年度の国民健康保険税の税率引上げ以降、新型コロナによる市民生活への影響

や基金残高を踏まえ適用を続けてきた特例措置（引上げ水準の緩和）につきましては、

令和６年度も均等割及び平等割のみ延長して適用しているところですが、現在の基金残

高に鑑み、令和７年度においても適用を継続するため、所要の改正を行おうとするもの

です。 

 

【参考】国⺠健康保険税率等 
 

所得割額 均等割額 平等割額 

税額算定基礎 

加入者の前年中の 
総所得金額等－ 
基礎控除額に対して 

世帯の加入者数
に応じて（一人
当たり） 

１世帯当たり 

医療分 

本来税率 ８．９６％ ２６，４００円 ２４，２００円 

令和2～5年度 
特例措置税率 ８．２２％ ２４，６００円 ２３，１００円 

令和6・7年度 
税率 ８．９６％ ２４，６００円 ２３，１００円 

後期高齢者 
支援金分 

本来税率 ２．６４％ ８，６００円 ８，０００円 

令和2～5年度 
特例措置税率 ２．５８％ ８，４００円 ７，８００円 

令和6・7年度 
税率 ２．６４％ ８，４００円 ７，８００円 

介護分 

本来税率 ２．３０％ ９，９００円 ５，６００円 

令和2～5年度 
特例措置税率 ２．１４％ ９，３００円 ５，５００円 

令和6・7年度 
税率 ２．３０％ ９，３００円 ５，５００円 

       内が特例措置の継続部分 

 

２．施行期日 

令和７年４月１日から施行します。 
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保健事業（特定健康診査等）について 

 

○特定健康診査等実施目標（国基準）  

・令和 6 年度（2024）年度から令和 11（2029） 年度までの第 4期特定健康診査等実施計画は、

令和 5（2023） 年度までの第３期と同様、市町村国保の特定健康診査実施率・特定保健指導

実施率については、ともに 60％となっています。 

・また、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率は、第 4 期計画についても第

3期を引継ぎ、25%以上となっています。 

 第 3 期 第 4 期 
 2023 年度まで 2029 年度まで 
特定健診実施率 60％以上 60％以上 
特定保健指導実施率 60％以上 60％以上 
ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該当者

及び予備群等の減少率 

25％以上 

（2008 年度比） 

25％以上 

（2008 年度比） 

 
特定健診の状況及び内臓脂肪症候群・予備群の割合、特定保健指導率（経年） 

資料：法定報告 

○保険者は、法律に基づき、特定健診・保健指導を実施し、その結果を国に報告することが義務

付けられており、令和 6年 11月、令和 5年度の法定報告が確定しました。 

【令和 5年度の状況】 

・特定健診 対象者数 10,844 人 受診者数 4,693 人（受診率 43.3％…県 20 位 /29 市町） 

・特定保健指導 対象者数 483 人 

実施者数 75 人（実施率 15.5％） 

終了者数 74 人（終了率 15.3％…県 17 位 /29 市町） 

   

対象者
（人） 

受診者 
数（人） 

受診率
（%） 

内臓脂肪症候群 
該当者  

内臓脂肪症候群 
予備群者 特定保健指導 

実施率（%） 人数
（人） 

割合
（%） 

人数 
（人） 

割合
（%） 

国の目標     60.0     60.0 

R1(2019) 

年度 
12,663 5,454 43.1 1,081 19.8 649 11.9 21.4 

R2(2020) 

年度 
12,579 5,454 43.4 1,156 21.2 668 12.3 25.2 

R3(2021) 

年度 
12,245 5,396 44.1 1,167 21.6 652 12.1 20.7 

R4(2022) 

年度 
11,476 5,076 44.2 1,101 21.7 589 11.6 21.1 

R5(2023) 

年度 
10,844 4,693 43.3 985 21.0 571 12.2 15.5 

資 料 5 



 

国民健康保険に係る令和６年度の運用状況について（報告） 

令和６年１２月 

 

 令和５年度末の地方税法施行令一部改正に伴い、国民健康保険税条例を改正し、本年度

から適用している課税限度額等の内容、並びに今月２日から紙の（従来の）健康保険証の

新規発行が停止となり、マイナ保険証への一本化が始まったことに伴う本市の状況につい

てご報告させていただきます。 

 

１．課税限度額及び軽減判定所得の改正 

 地方税法施行令改正に伴う国民健康保険税条例改正により、本年度の課税限度額及び軽

減判定所得は以下のとおりとなっています。 

 

○課税限度額 

  課税限度額の引上げは、団塊世代が７５歳以上となり、後期高齢者支援金の増加等に 

  より保険税率の上昇が見込まれる中で、中間所得層の負担上昇を抑制することを目的 

としています。 

 

区 分 令和５年度 令和６年度 

医療分 ６５０，０００円 ６５０，０００円 

後期高齢者支援金分 ２２０，０００円 ２４０，０００円 

介護分（４０歳～６４歳） １７０，０００円 １７０，０００円 

 

○軽減判定所得 

 国民健康保険税においては、低所得者を対象に均等割・平等割の軽減措置を設けてい

ます。この軽減判定所得の引上げは、物価上昇（所得水準の全体的な上昇）の影響で軽減

を受けている世帯の範囲が縮小しないようにすることを目的としています。 

 

・給与所得者等が１人以下の世帯の場合 

軽減割合 令和５年度 令和６年度 

５割軽減 
４３万円＋ 

(被保険者数×２９万円)以下 

４３万円＋ 

(被保険者数×２９．５万円)以下 

２割軽減 
４３万円＋ 

(被保険者数×５３．５万円)以下 

４３万円＋ 

(被保険者数×５４．５万円)以下 
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・給与所得者等が２人以上の世帯の場合 

軽減割合 令和５年度 令和６年度 

５割軽減 

４３万円＋(被保険者数×２９万円)

＋１０万円×（給与所得者等の数－

１）以下  

４３万円＋(被保険者数×２９．５万

円)＋１０万円×（給与所得者等の数

－１）以下  

２割軽減 

４３万円＋(被保険者数×５３．５万

円)＋１０万円×（給与所得者等の数

－１）以下  

４３万円＋(被保険者数×５４．５万

円)＋１０万円×（給与所得者等の数

－１）以下  

 

※国は、令和７年度にも課税限度額及び軽減判定所得の引上げを予定しています。本年度

中に地方税法施行令が改正される見込みですので、改正された場合、本市もそれに基づ

き国民健康保険税条例の改正をさせていただくこととなります。 

 

２．マイナ保険証に係る本市の状況 

国保加入者のマイナ保険証の登録・利用状況（本年１０月時点） 

【登録状況】加入者数１３,８２５人に対し、登録者数９,４９６人、登録率６８.７％ 

【利用状況】医療機関での資格確認件数３８,９２９件に対し、マイナ保険証による資格 

確認件数５,７５６件、利用率１４.８％ 

現在交付済みの保険証が利用できるのは、本市国保の場合、令和７年７月３１日までと 

なりますので、マイナ保険証の利用率上昇に向けて引き続き、啓発等に努めてまいります。 

 

 また、国の定めに従い、マイナ保険証を持たない方への「資格確認書」の交付、マイナ

保険証をお持ちの方への「資格情報のお知らせ」の交付をはじめとした事務を執行してま

いります。 



資料７



※この規定は令和6年11月末で
　廃止されています。


